
＼ 当院の奨学金貸与制度に関心のある高校生３年生の皆様へ ／ 

奨学金貸与希望高校生 看護体験開催のご案内 
 

 

 北茨城市民病院では、看護師を目指す学生さんを対象に奨学金を貸与する制度がありま

す。その奨学金貸与制度を利用して看護学校への就学を検討している高校３年生を対象に

看護体験を開催します。参加をご希望の方は、下記のサイトからお申し込みください。 

 その他、ご不明な点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

１ 日  時  ８月６日（火） ９：３０～１４：２０ 

 

２ 場  所  北茨城市民病院 

 

３ 申込方法  「看護師になろう」のサイトからお申し込みください。 

 

        申込期限：７月２６日（金）まで 

       URL：https://www.kan-naro.jp/hospital/000445/high-school/67260#tab-menu 
         ※ 応募人数によっては、期限よりも前に締め切る場合があります。 

           申込では、氏名、生年月日、連絡先貸与する制服のサイズ等をご入力いた

だきます。制服（上衣）は男女兼用です。 

 

４ 持 ち 物  室内用の靴（体育用などで清潔なもの、白っぽい色） 

        白色のくつ下、お弁当（昼食） 

         ※ 靴は、バスケット用などの大きく派手なものはご遠慮ください。制服は当

院の私服貸し出しをいたします。体験中は、マスクの着用をお願いします。 

 

５ 日  程  裏面の日程表をご参照ください。 

         ※ 当日、発熱や体調の悪い方は参加をお控えください。 

           また、欠席する場合は、下記担当までご連絡ください。 

 

６ そ の 他  当院の奨学資金貸与制度について詳しく聞きたい場合は、終了後個別に

対応いたします。 

 

  

【問い合わせ】 

 北茨城市民病院 経営企画課 担当：川合 

 〒319-1711  北茨城市関南町関本下 1050 

 TEL：0293-46-1121 

 Email：hp-keieikikaku@city.kitaibaraki.lg.jp 



当院奨学金貸与制度利用希望高校３年生対象 

北茨城市民病院 看護体験 日程表 
 

 

 

 

 

 

当日の予定 内容 

９：３０集合 正面玄関から入り「総合案内」に「看護体験で来院」の旨を声かけて

ください。迎えが来るまでお待ちください。 

別室へ移りオリエンテーション、体調確認、ナース服に着替えを行い

ます。 

９：４５～ 看護師の仕事紹介（講義） 

１０：１５～ 看護体験（病棟にて） 

 ●病棟の特徴を紹介します。 

 ●先輩看護師について看護業務を見学・体験します。 

   ・清潔ケア 口腔ケア 吸引の見学 

   ・採血実施見学、点滴準備の見学 

   ・血圧測定の見学 

   ・車いす移乗、ストレッチャー移送 

   ・検査見学 レントゲン検査、ＣＴ検査など 

   ・お昼の配薬の見学 

   ・食事配膳、食事介助の見学 

 （質問タイム） 

  先輩看護師に病院のことや看護師のお仕事のことなどなんでも

良いので聞いてください。 

１２：２５～ 院内案内 

１２：４０～ 昼休憩 

１３：４０～ 振り返り(奨学資金貸与制度についての案内含む) 

１４：２０ 解散 

修了後 当院の奨学資金貸与制度について詳しく聞きたい場合は、終了後個別

に対応いたします。 

北茨城市民病院看護部 

事 前 準 備：参加申込時に、貸し出し用ナース服のサイズを伺います。 

当日持参物：室内用の靴（体育用などの清潔なもの、白っぽい色）、白色のくつ下、 

      お弁当（昼食） 

     ※ 発熱や体調の悪い方は参加を控えてください。マスクを着用願います。 

 



北茨城市民病院医療技術者養成 

奨学資金貸与制度の概要 
 

 市民病院では、将来当院の看護師として業務に従事しようとする看護学生に対して奨学

資金を貸与します。 

 この奨学金は、看護師を目指す方の学校生活をサポートし、卒業後当院の看護師として

一定期間勤務すると返済が免除される制度です。 
 

貸与条件 
保健師助産師看護師法により指定された看護師の大学、学校又は養成所等に在学

する者で、将来市民病院に従事しようとする者 

貸与金額 
入学支度金一時金 10万円（入学する方のみ） 

奨学金月額 5万円 

貸与期間 

入学支度金：貸与を決定した月に交付 

奨学金：貸与を決定した月分から学校等の正規の修学期間を終了する月分まで 

    ※ 休学中などは貸与を休止します。 

返  還 

【返還免除】 

 ①奨学金貸与期間の 1.5倍に相当する期間、市民病院に勤務したとき 

 ②上記勤務期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障により勤務を継続

できなくなったとき 

【返還猶予】 

 ①学校等を卒業後引き続き市民病院に勤務しているとき 

 ②学校等を卒業後引き続き他の看護資格を有する目的のため、当該学校等以外

の看護師学校等に修学しているとき 

 ③災害、傷病その他やむを得ない事由により市長管理者が猶予することを適当

と認めたとき 

【一括返還】 上記の免除及び猶予に該当しなくなった場合 

貸与休止 
休学又は停学の処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の翌月分から復

学した日の属する月分までの奨学金の貸与を休止する 

選考方法 書類審査及び面接 

そ の 他 

奨学金の貸与が決定しても、当院への就職が保証されるものではありません。 

当院の採用試験は別途受験いただき、不合格の場合は返還となる可能性がありま

すので、御注意ください。 

その他の事項については、北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例又は

施行規程を御参照ください。 

 ※ 募集時期等については、下記までお問い合わせください。 

 

                【問い合わせ先】北茨城市民病院 経営企画課 担当：川合 

                       TEL：0293-46-1121（内線 2108） 

                       Email：hp-keieikikaku@city.kitaibaraki.lg.jp 


